
書式第１２号（法第２８条関係） 

事 業 報 告 用 
 

 

 

特定非営利活動法人 ぶ ど う の い え  

 

１ 事業の成果 

  本事業は、全国の難病児とその家族に、東京での入院治療とその看護のための滞在施設を低負担で提

供する社会的な支援を行うことを目的として、創立以来 27 年に及ぶ活動を行っている。コロナ感染が拡

大蔓延する期間に感染拡大防止のための休業を行ったが、2021 年 11 月に滞在室 1 室で活動を再開した。

その後、翌年 7 月より滞在室を 2 室に増加させたが、感染状況の改善により 4 室へと拡大させるべく努

力しており、コロナ禍以前の全 11 室の稼働復活を目指して活動を活発化させている。 

 ホームページの刷新や「ぶどうのいえだより」による広報活動の活発化や連携する他施設との交流・訪

問を計画しており、活動の中核を担うボランティアの研修も再開したい。 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【    】千円） 
定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事
者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

管理運営に 
関する事業 
（定款 5 条の①） 

難病等の子ども達
と家族の滞在施設
（滞在室11室と付
帯する施設・設備）
の運営事業 

1～ 6 月
は 1 室、
7～12 月
は 2 室稼
働 

ぶどうのいえ施
設 

延べ 

260人 

難病児とその

家族 

延べ 
174名 11,500 

広報活動に 
関する事業 
（定款 5 条の②） 

HP の運営・会報の
発行・外部支援者
によるチャリティ
ーイベントへの参
加・見学者受入 

通 年 

随 時 

日本全国・東京
都内及びぶどう
のいえ 

延べ 

50人 

HP随時更新、全
国関係者に会
報発送 

600名 1,170 

 
援助・支援活
動に関する事業 
（定款 5 条の③） 

守口ぶどうのい
え・京都ぶどうの
いえ・がじゅまる
のいえその他関連
滞在施設運営相談 

随 時 

本年度は電話連
絡による近況の
情報交換･機関
紙交換のみ 

5名 
難病児とその
家族、関連滞在
施設 

 3 

 
目的達成に 
関する事業 
（定款 5 条の④） 

講演会の開催実
施・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会、研
修会 
JHHH 全国ネットワ
ーク会議 

2021 年

12月 

講演会(ﾛｰﾀﾘｰｸﾗ
ﾌ ・゙大隈理事長) 

JHHH は Zoom に

よる開催 

5名 
滞在者・支援
者・ボランティ
ア他希望者 

100名 50 

       12,723 

 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【    】千円） 
定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

事業費 
（千円） 

なし  
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